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「田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
」に
つ
い
て
今
年
度
か
ら
宗
佐
町
内
会
が
取
り
組
む

事
に
な
り
ま
し
た
。 

～
田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
に
関
す
る
説
明
会
開
催
～

 

制
度
の
概
要 

・ 

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

 

９
月   

日(

火) 

宗
佐
公
会
堂
に
お
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
内

容
は
「
田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
」
の
概
要
、「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
設
立
」
の
た

め
の
規
約
（
案
）、
そ
し
て
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
市
か
ら
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
別
添
広
報
か
こ
が
わ
７
月
号
特
集
を

ご
覧
下
さ
い
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
地
元
で
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
疑
問
点
に
つ
い
て
の

質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
出
席
さ
れ
た
皆
さ
ん
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

(

町
内
会
役
員     

人
参
加

）《
結
果
に
つ
い
て
は
裏
面
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
》

八幡町連合町内会 説明会（各町内会長）

★ 田園まちづくり制度概要、スケジュール

★ 支援申込みについて啓発

平成 19 年 6 月 13 日(水) 〈 参加人数９人〉

今までの主な取り組み 

宗佐町内会 地元説明会（町内各種役員）

★ 田園まちづくり制度、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、質疑応答

平成 19 年 7 月 6 日(金) 〈 参加人数 27 人〉

宗佐町内会 地元勉強会（町内各種役員）

★  まちづくり協議会設立準備（規約･役員案）

平成 19 年 9 月 18 日(火) 〈 参加人数 23 人〉

宗佐町内会 総会  (町内全体) 
★  まちづくり協議会設立総会

平成 19 年 10 月 28 日（日） 開催予定 

23 

今後（１０月以降）の活動予定 

広報かこがわ 7 月号特集では「田園まちづくり制度」が掲載されています。

18 



宗佐地区まちづくりニュース

〈 説明会 当日の内容 〉

【
次
回
の
開
催
に
つ
い
て
】 

 

今
後
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、

宗
佐
町
内
会
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

住
民
全
体
に
周
知
で
き
る
よ
う

に
進
め
て
い
き
、
で
き
る
だ
け
皆

さ
ん
と
話
し
合
う
機
会
を
作
っ

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宗
佐

地
区
の
す
べ
て
の
住
民
が
一
体

と
な
っ
て
、
こ
の
田
園
ま
ち
づ
く

り
制
度
に
よ
り
快
適
で
魅
力
あ

る
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。 

次
回
の
活
動
に
つ
い
て
は
１

０
月
２
８
日
に
「
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
」
設
立
総
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。 

連
絡
先 

宗
佐
地
区
ま
ち
づ
く
り
勉
強
会 

市からの説明 ：田園まちづくり制度、今後のスケジュール等について説明。 

⇒この制度は市街化調整区域の厳しい建築物の許可基準を緩和し、もう

少し自由に建築できるようにする制度です。

(集落の人口減少･少子高齢化などの問題を少しでも解決できると考えられます) 

地元参加者から次のような意見がでました。（質疑応答) 

この制度は地元が主体となって取り組んでいただくものです。今後の取り組み

として、まず初めにまちづくり協議会を設立していただきたく思います。 

市は勉強会や資料作成等の支援をしていきますので、将来の「魅力あるまちづ

くり」のためにこの制度を活用して下さい。（支援業務は平成 21 年 3 月迄です） 

市から ： 今後の取り組みについて。 

質疑１：農振農用地を特別指定区域に指定できますか？

回答１： 農業振興地域の解除等については困難です。住宅区域の指定は農振農用地、

補助整備をしている田畑をはずして考えていただきたく思います。

営農活性化区域等を定めるときなど、農振農用地を解除する事については、

開発審査課や、まちづくり協議会だけで決めることはできません。別途、

農林水産課等と協議が必要です。

質疑２：農家住宅、分家住宅は建てられますか？

回答２：この田園まちづくり制度は、分家の制度など今までの基準にプラスして新

しい基準を適用するものですので、特別指定区域を指定したからといっ

て、今まで建てられていた農家住宅、分家住宅が建てられなくなることは

ありません。

質疑 3： 雑種地で貸農園をする場合、農地に転用できますか？

回答 3： 雑種地を田に地目変更するための許可は不要です。

質疑 4： 農振農用地以外の田を転用して売買することはできますか？ 
回答 4： 農振除外地であれば許可を取れば転用できると思います。 

（目的、必要性ならびに緊急性が必要）


